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第 50 条 乙は，要求水準書に従い，平成 21 事業年度から各事業年度ごとに，維持管理業務

に含まれる各業務(環境衛生管理業務を除く。)について維持管理業務年間計画書を，当該

事業年度が開始する日の 30 日前までに甲に提出し，その確認を受けなければならない。

ただし，平成 21 事業年度分の維持管理業務年間計画書については，引渡予定日の 30 日

前までに甲に提出し，その確認を受けるものとする。  
２ 前項に規定する維持管理業務年間計画書の記載事項については，甲乙協議のうえ，甲が

定めて乙に通知するものとする。３ 甲は，第 1 項本文の規定による確認を行ったことを

理由として，乙が行う維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するもの

ではない。 
 
(維持管理年間業務計画書の変更)  
第 51 条 乙は，本件施設の状況等に応じ，要求水準書に規定する水準を満たすために必要

な又は望ましい維持管理年間業務計画書の変更を行うものとする。  
２ 乙は，甲に提出した維持管理年間業務計画書を変更しようとするときは，甲の承諾を得

なければならない。  
３ 乙は，維持管理業務の実施状況又はその結果が要求水準書に規定する業務の水準に達し

ない場合において，単に維持管理年間業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免

れることはできない。 
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５－６ 保険加入義務（維持・管理・運営段階）（契約ＧＬ：６－５） 

 
１．概要 

・選定事業者が、自らの費用負担において自らが加入する、若しくは、コンソーシアム構

成企業又は受託・請負企業等に加入させる義務を負う保険の種類及び内容について規定

される。 
 
２．趣旨 

・近年、火災保険、地震保険に加え、天候保険等が商品化され、保険・金融技術の向上や

市場の整備等に伴ってリスクを軽減することが可能な範囲が広がっていることから、適宜、

当該時点でのリスク軽減措置について幅広く検討（リスクガイドライン６（１）参考③）

し、付保にかかる費用を勘案しても契約の両当事者が負うリスクを除去するために保険に

加入することに合理性があると判断できる場合には、選定事業者に当該保険の加入を義務

付ける必要がある。 
 
３．加入すべき保険の種類及び内容 

・選定事業者に加入を義務付ける保険は事業内容、事業場所等により異なるものの、通例、

ＢＴＯ方式及びＢＯＴ方式の双方の選定事業において、第三者損害賠償責任保険等の付

保を義務付け、加えて、完工後も選定事業者が施設を所有するＢＯＴ方式の選定事業に

ついては、火災保険等の施設の物件保全に関する付保を義務付けることが通例である。 
・管理者等が、入札説明書等において選定事業者が付保すべき保険の内容等を提示し、こ

れ以外の保険の付保を民間事業者から提案させる場合がある。この場合、管理者等は選

定事業者が自ら提案した保険についても加入を義務付けなければならないことに留意が

必要である。 
・選定事業者が付保すべき保険の種類とそれぞれの保険内容（保険対象、被保険者名、保

険期間、填補限度額等）について、ＰＦＩ事業契約書に規定される。保険の種類は各民

間保険会社により名称が様々であり、また、新たな保険商品の開発も想定されることか

ら、特定の保険商品の名称を規定するのではなく、選定事業者が様々な保険商品のなか

から付保目的に照らして最適な商品を選択できるよう規定を工夫することが望ましい。 
・ＢＴＯ方式の選定事業においては、施設が管理者等に引渡された後、その施設には火災

保険が付保されないか、若しくは、管理者等を被保険者とした共済又は民間保険会社の火

災保険等に加入する措置を講じられる。民間保険会社の火災保険普通保険約款や店舗総合

保険普通保険約款等に従った火災保険契約には求償権不行使条項が用意されていること

から、選定事業者（借家人）の帰責事由によって失火等が生じた場合にも、民間保険会社

から選定事業者に対し求償権は行使されない。但し、選定事業者の故意又は重大な過失に

よる場合はこの限りではない。 



 117

・ＢＯＴ方式の選定事業において、維持・管理、運営期間中、施設について火災保険が付

保され、実際に保険事故が発生した場合、その保険金の扱いについて留意を要する。こ

の保険金請求権については、融資金融機関等が担保権を設定することが通例である。融

資金融機関等は、火災により施設の重要な部分が損壊した場合、選定事業が終了したも

のとみなして、この保険金を融資の弁済に充当したいと要請し、他方、この保険金を施

設の復旧に充て、公共サービス提供の継続を図ろうとする管理者等の要請と対立するこ

とが想定されることから、直接協定においてこの対応を明記することが望ましい。 
 
４．付保の義務付けの可否 

・選定事業者に付保を義務づける保険については、一般に民間保険会社による対応が可能

とされている火災、暴風雨、洪水については、リスクを選定事業者に負わせることが適

切な場合が多いと考えられる。しかし、対応が制約的とされている地震、噴火、津波、

テロ行為及び対応が困難とされている戦争、内乱、放射能汚染については、リスクを選

定事業者に負わせることは、選定事業者の倒産リスクを増加させ資金調達を困難にする

おそれを高めることになる。なお、付保が可能である場合であっても、選定事業固有の

リスク等によって保険料が著しく高くなる場合には、選定事業者への付保の義務付けは

結果的に事業費用の増加を招き、ひいては契約金額に転嫁される結果ともなり得ること

にも配慮する必要がある。 
 
５．付保手続き 

・選定事業者が保険加入義務を履行していることを確認するため、選定事業者は保険契約

の内容について管理者等の確認を受けてから保険に加入し、その保険証券の写しを管理

者等に提出することとされる。 
・また、維持・管理、運営業務の履行保証保険契約については、現在の我が国の保険市場

においては、契約期間が一年間とされることが通例である。保険契約期間が付保に必要

な期間よりも短い場合、その保険契約期間を踏まえた保険契約の更新と、その更新ごと

に管理者等に保険証券の写しを提出させることを選定事業者に義務付ける規定を設ける

必要がある。また、更新に際し保険料が値上げされた場合の増加費用の負担についての

検討が必要である。 
 
６．コンソーシアム構成企業、受託・請負企業等第三者の付保 

・また、ＰＦＩ事業ではコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企業等選定事

業者から業務を受託し又は請け負った第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うことから、原則として選

定事業者が付保する旨規定することが望ましい。但し、選定事業者が維持・管理、運営

業務を受託・請負企業等第三者に一括発注する場合等においては、この限りではなく、
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受託・請負企業等第三者が付保する旨規定される場合もある。 
・選定事業者の受託・請負企業等第三者が付保する旨規定した場合、複数の受託・請負企

業等第三者がそれぞれ付保することもあり、補償内容が十分ではないものとなるおそれ

や、損害発生時の調査を複数の保険会社が実施することによる処理の煩雑化等が生じる

こともありえる。このため、事業内容が複雑又は運営業務の比重の重い選定事業などに

おいて、受託・請負企業等が複数になることがあらかじめ想定される選定事業について

は、選定事業者が付保する旨規定することが望ましい。 
 
７．条文例 

 
（１）ＢＴＯ方式の場合の事例 

（本件施設完成後の保険） 
第 63 条 乙は、運営期間開始日から運営期間終了日まで、自己の責任及び費用において、

別紙７に定める保険に加入し、又は運営等協力企業等をして加入させるものとする。 
２ 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は運営等協力企業等をして保険契

約を締結させたときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを甲に提出しなけ

ればならない。 
 
別紙７ 乙が加入すべき保険 
 
第１ 施設整備業務に係る保険（略） 
 
第２ 運営業務等に係る保険 
(1) 保険種類 
 第三者賠償責任保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。） 
(2) 保険内容・目的 
 本件施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者（甲の職員、患者、来訪者、

通行者、近隣住民その他の第三者）に対する乙又は運営等協力企業等（利便施設の運営を

直接実施している協力企業を含む。）の負う対人及び対物賠償損害を担保する。 
(3) 付保条件 
① 担保範囲は、本件施設等を対象とする。 
② 保険期間は、運営業務開始日から事業契約終了日までとする。なお、１年程度の期間

ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。 
③ 保険契約者は、乙又は運営等協力企業等とする。 
④ 被保険者は、甲、乙、運営等協力企業等及びそれらの使用する一切の第三者とする。 
⑤ 保険金額は、対人にあっては１名当たり１億円以上及び１事故当たり５億円以上とし、
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対物にあっては１事故当たり５億円以上とする。 
 
第３ 前記各保険以外の保険 
前記各保険以外に、事業者提案において乙により付保することとされた保険については、

事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あら

かじめ甲と協議しなければならない。 
なお、乙が当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提

示しなければならない 
 
（２）ＢＯＴ方式の場合の事例 

（維持管理・運営期間中の保険） 
第○条 乙又は受託者等は，自らの責任及び費用負担において，維持管理・運営期間中，

別紙○に規定する保険に加入しなければならない。 
 
別紙○ 
１．略 
２．維持管理・運営期間中の保険 
(1) 刑務所施設の維持管理・運営業務 

乙又は受託者等は，維持管理・運営期間中，刑務所施設に関して次の要件を満たす保

険に加入しなければならない。また，保険契約は１年ごとの更新でも認めることとする。 
(a) 普通火災保険 
保険契約者：乙又は受託者等 
保険期間：維持管理・運営期間 
てん補限度額（補償額）：本施設の再調達価格 
補償する損害：火災を含む不測かつ突発的な事故による損害 
被保険者：乙又は受託者等 

以下略 
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５－７ 第三者に与える損害（維持・管理、運営段階）（契約ＧＬ：３－５） 

 
１．概要 

・選定事業者が行う施設の維持・管理、運営に伴い第三者に与える損害等の負担について

規定される。但し、当該損害等のうち管理者等の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、管理者等がその損害を負担する旨規定される。 
 
２．近隣対策にかかる費用負担 

・事業の実施そのものについての近隣調整は管理者等の責任となるものの、近隣調整の不

調については、その理由が事業の実施そのものであるのか、若しくは、選定事業者によ

る施設の維持・管理、運営業務の影響であるのか、必ずしも判然としないことも想定さ

れる。この場合には、責任の所在及び費用分担について当事者間で協議を行う必要が生

じるものと考えられる。 
・なお、管理者等は、当該施設の立地条件、事業内容等の観点から、近隣住民の生活環境

に相当な程度の影響を与えることがあらかじめ想定される事項については、その対応に

かかる責任の所在と費用分担のあり方を入札説明書等に明記することが望ましい。 
 
３．第三者に対する損害賠償責任 

・施設の維持・管理、運営業務の実施に伴い第三者に損害を与えた場合、選定事業者はそ

の損害を当該第三者に対して賠償する旨規定される。管理者等の責めに帰すべき事由の

場合には、管理者等がその損害を賠償する旨規定される場合がある。 
・施設の運営に伴い通常避けることができない騒音等の理由により第三者に損害を与えた

場合の賠償責任についても規定される。 
 
４．第三者損害賠償保険への加入義務 

・第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者（第三者に委託した場

合は当該第三者が契約者となる場合もある）が加入する義務が規定されることが通例で

ある。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意

を必要とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・

管理、運営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる。 
 
５．関係法令上の責任 

・「３－１３ 第三者に与える損害（設計、建設段階）」に解説のとおり。 
 
 
６．条文例 
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（第三者に発生した損害等） 
第 79 条 乙は、運営期間中、運営業務等の実施により、第三者に損害を発生させた場合（本

件施設等の運営業務等に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三

者に損害を発生させた場合を含む。）、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、

かかる損害（第 63 条に基づき乙が加入した保険により填補されるものを除く。）の賠償

をしなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じた

ものについては、甲が負担する。 
２ 甲は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償し

た金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わ

なければならない。 
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５－８ 不可抗力による損害（維持・管理、運営段階）（契約ＧＬ：３－６） 

 
１．概要 

・施設の維持・管理、運営段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従

った維持・管理、運営業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発

生時における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の

手続き、不可抗力に起因する損害等の分担などが規定される。 
 
２．趣旨 

・維持・管理、運営期間中における天災等による施設の滅失等の不可抗力事由による損害

は、管理者等と選定事業者の間でその損害負担につき紛争が生じやすい事項であり、あ

らかじめ損害が発生した場合の負担方法につき規定が設けられる（関連： ３－１４ 不

可抗力による損害（設計、建設段階））。 
・「管理者等及び選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等の不可抗力事由によって、

（中略）維持管理・運営段階における施設の損傷が生じ、（中略）必要となる費用が約定

金額を超過することが起こるなど、（中略）維持管理・運営のいずれの段階においても、

選定事業の実施に影響を与えることがあることから、その場合の追加的支出の分担のあ

り方（中略）についてあらかじめ検討し」（リスクガイドライン二６（１））、できる限り

曖昧さを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。（関連：３－１４ 不可抗力によ

る損害（設計、建設段階）） 
 
３．不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った維持・管理業務又は運営業務の

一部又は全部の履行が不能となった場合、選定事業者は、その履行不能の内容の詳細及

びその理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事

業者は、この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履

行期日におけるＰＦＩ事業契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を

受ける範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は、損害を最小限に

する義務を負う。 
・管理者等は、業務履行不能の状態が存続している間、選定事業者が業務を履行できなか

ったことによって免れた費用を控除して選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容

に応じた支払いを行う旨規定されることが考えられる。 
・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状

況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。ま

た、管理者等は、業務内容の変更、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用

の分担等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。 
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・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、この対応方法に従い

選定事業を継続する義務を負う。また、選定事業者の履行不能が永続的であると判断さ

れるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときには、管理者等は、選定事業者

と協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部を解除できることとなる。なお、管理者等

と選定事業者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 
 
４．不可抗力による損害の分担 

・維持・管理、運営期間中に、不可抗力事由の発生による損害が生じた場合、選定事業者

に対し不可抗力による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与える必要がある。そ

こで、不可抗力に起因する選定事業者の損害又は増加費用のうちの一部を選定事業者が

負担し、それを超過する部分について、合理的な範囲で、管理者等が負担する規定を置

くことが通例である。選定事業者の負担する損害等の額としては、 
１）維持・管理、運営期間中の累計で、維持・管理、運営期間中の維持・管理費及び運

営費の総額に相当する額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 
２）一事業年度中に生じた不可抗力に起因する損害金の累計で、一事業年度の維持・管

理及び運営費に相当する金額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 
３）定額 
等が考えられる。 

・但し、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害につ

いては、選定事業者が負担することが規定される。 
 
５．条文例 

 
（甲又は乙に発生した損害等） 
第 78 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営業務等について、甲又は乙に増加費

用又は損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。 
(1) （略） 
(2) （略） 
(3) 法令変更又は不可抗力による場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的

な増加費用を甲及び乙が負担する。 
 
別紙 16 不可抗力による損害等の負担割合 
 
１. 不可抗力による損害の対象 
不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。 
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① 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及び運営業

務費 
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事

業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用 
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用 
④ 損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費

用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用 
⑤ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除

に伴う増加費用 
⑥ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費（経

常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。） 
 
２. 不可抗力による損害の分担 
(1) 設計・施工期間 
（略） 
(2) 運営期間中 
運営期間中に不可抗力が生じ、運営業務等に関して乙に損害が発生した場合、合理的な

範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し、当該事業年度の統括マネジメ

ント業務費相当額及び運営業務費相当額の合計額（別紙 12 の改定がなされ、かつ別紙 12
の減額がなされていない金額とする。以下本号において「運営業務費相当額」という。）の

100 分の１に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については、甲が負担する。た

だし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち

運営業務費相当額の 100 分の１を超える部分は甲の負担部分から控除する。 
(3) 前２号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。 
 



 125

第６章 モニタリングの実施 

 
６－１ モニタリングとは 

 
１．モニタリング 

・「公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配

慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため」、「選定事業者から、定期的に協

定等の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」（基本方

針三２（３）（ロ））と定められており、管理者等が選定事業の実施状況について速やか

に認知できるよう、維持・管理、運営段階における選定事業者の業務履行状況のモニタ

リングの基本的な手法の１つとして、選定事業者に対し業務の実施状況報告を作成し、

提出を求められることが規定される。 
・モニタリングとは、管理者等が、選定事業者から提出を受けた実施報告をもとに、選定

事業者が要求水準書に従ってＰＦＩ事業契約上の義務を適切に履行しているかどうかを

確認する行為を指す。モニタリング結果は選定事業者に対する「サービス対価」の支払

いに反映させる。（関連：７－３ 「サービス対価」の減額） 
・詳しくは、モニタリングガイドラインを参照。 
 
２．問題状況・モニタリングは、要求水準書に従って PFI 事業契約書上の民間事業者の義

務が適切に履行されているかを確認するものである。モニタリングの結果、その義務が

適切に履行されていないことが判明した場合には、その重要度に応じてサービス対価が

減額されるというメカニズムを採用することにより、民間事業者に適切な義務の履行を

促すことが想定されている。 
・しかしながら、わが国においてはこれらの運営段階の契約管理の実務的なノウハウの蓄

積がいまだ十分でない。 
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６－２ モニタリング計画（新規） 

 
１．概要 

(1)要求水準、モニタリング、支払メカニズムの一体的な検討 

・支払いメカニズムは、要求水準と連動している必要があり、要求水準の達成状況を確認

するためのモニタリングも含めて一体的に作成される必要がある。このため、事業目的

およびそれに基づき作成された要求水準書に従い、モニタリング指標の優先順位付けや

絞込みを行うとともに、これらの優先順位が民間事業者に伝わり機能するような支払い

メカニズムを構築することが必要である12。（詳細は、モニタリングに関するガイドライ

ン P3～P8 参照） 

・要求水準書作成段階において、モニタリング、支払メカニズムも同時に検討し、少なく

とも重要な部分、すなわち、リスクと費用を応札者が評価し、価格決定するにたる必要

かつ十分な情報については、入札段階で応札者に開示すべきである。 

 

(2)実効的なモニタリングシステムの構築： 

・(1)を踏まえて、入札段階でモニタリングの基本な計画を入札時に示すことし、これに基

づき運営開始までに具体的なモニタリング実施計画を作成することが有効である。 

・運営の比重の高い事業や複数の機能から構成される事業等においては、運営を実際に開

始した後に新たに判明または生じる事項も多く、運営開始後一年程度かけてモニタリン

グの項目、手法等につき、運営の実情にあわせて適合させていく仕組みを導入すること

が有効である。 

・また、運営の比重の高い事業や複数の機能から構成される事業等においては、ＳＰＣに

よるマネジメント能力の強化、またこれに対応した発注者側の契約管理体制の充実を図

ることも重要である。 

・ＰＦＩ事業であっても、納税者に対する説明義務を果たすためには、当該選定事業の実

施に係る透明性を確保する必要があるので、モニタリング内容や結果等を住民等に対し

公表することが重要である。ただし、公表することにより民間事業者の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれのある事項については、あらかじめＰＦＩ事業契

約等で合意の上、これを除いて公表することが必要である（モニタリングに関するガイ

ドライン 六２参照）。 

・当初見込んだＶＦＭが達成できているかどうかを確認するため、サービス水準の向上に

ついて検証する必要がある。そのための方法として、利用者に対する満足度調査もある

が、例えば指定管理者制度では、住民利用施設に関して第三者機関による評価を行って

                                                  
12具体的な重み付けの手順としては、例えば①対象、範囲を特定する、②一定の範囲の中で（業

務要素を区分けできる場合には、これを区分けし）、重要度、影響度の在り方をレベル分けする、

③この区分けごとにペナルティ等の重み付けを行う、ことが考えられる。 
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いる事例があり、事業の性質によっては、こうした事例を参考にすることも考えられる。 

 
２．具体的な規定の内容 

 

特に運営の比重が高い事業については、以下の例のように、早い段階でモニタリングの

内容を示し、かつ一定の調整期間を設けるなどして、実効的なモニタリングシステムを

構築できるよう工夫する必要がある場合も多い。（一般的な考え方については、モニタリ

ングガイドライン P3-8 参照） 

 

(a) モニタリング基本計画書の策定： 要求水準書で提示したアウトプット仕様に対し

て、それらの達成状況を計測するためのモニタリング指標を予め検討し、要求水準

書の作成と一体的に作成することが必要である。公募段階において、要求水準書の

提示とあわせて、アウトプット仕様ごとに、達成状況を見るためのモニタリング指

標と、計測の方法、計測の頻度を示す「モニタリング基本計画書」を作成し、提示

することが必要である。 

(b) モニタリング実施計画書の策定： モニタリング基本計画書、要求水準書、事業者

提案、業務仕様書及び契約書に規定されたサービス対価の算定及び支払方法に従い、

運営業務開始予定日の［４］月前までにモニタリング実施計画書を両当事者の協議

により策定する。 

(c) 定期モニタリング委員会等の設置： 2(2)に示したとおり、運営の高い事業や複数

の機能から構成される事業等については、発注者および受注者により、定期モニタ

リングにおける評価の事実認定及び確定行為をする場として、協議を行う場を整え

ること（例えば定期モニタリング委員会の設置）が有効である。協議においては、

セルフモニタリングの結果及び発注者の評価を対照させながら、両者の認識を一致

させ、モニタリングの基準を共同で作成していくことが想定されている。また、例

えば初めの１年間は原則ペナルティを課さないとすることも考えられる。協議・定

期モニタリング委員会は、定期的に開催される他、必要に応じて随時開催される。 

(d) モニタリングの実施： モニタリング実施計画書に基づき、モニタリングの実施を

行う。 

(e) 業務改善のための手続： 問題（要求水準未達等）が生じた場合の改善のための手

続はその内容によっても異なるが、例えば以下のような順序となる。 

① ペナルティポイントの付与 

② 業務改善勧告 

③ 勧告対象事項の是正状況の確認 

④ 業務改善命令 

⑤ 当該業務を担当する協力企業等の変更要請 
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⑥ 契約の解除等 

    ※ 別途、上記の段階に応じて、サービス対価の減額が行われる。 

 

モニタリングの結果のうち、特に提供されたサービスの質に関する部分については、ホ

ームページ等で公表することを原則とすべきである。その際、民間事業者の機密に触れ

ないようにするとともに、公表内容については一般の方に分かりやすいよう提示する必

要がある。 

 

また、サービス水準の向上について検証するため、事業の性格に応じて第三者機関によ

る評価を導入することが適切である事例もあると考えられる。 

 

３．条文例 

 

（モニタリング実施計画書の策定） 

第 80 条 甲は、乙と協議のうえ、本契約のうち別紙 11 のモニタリング基本計画書、要求

水準書、事業者提案及び業務仕様書に従い、運営業務開始予定日の４月前までにモニタ

リング実施計画書を策定する。 

 



 129

６－３ 選定事業者によるモニタリング（新規） 

 
１．概要 

・運営の比重が高い事業など、選定事業者の業務範囲が広範に及び、委託先が多岐にわた

る場合等においては、各種運営業務を横断的に統括する機能が求められる。 
 
２．具体的な規定の内容 

・選定事業者が行うモニタリング業務について、その趣旨、目的や実施内容を規定する。 
・最近の我が国の病院ＰＦＩの場合、選定事業者の業務の一つとして「統括マネジメント

業務」を位置づけ、マネジメント能力をモニタリングの対象にするという試みも行われ

ている。 
 
３．英国の事例 

・英国では、選定事業者が各構成企業からは一種独立した立場から全業務を見渡した上で

マネジメントをすることが求められている。病院 PFI の場合、この業務については、パ

フォーマンス指標と KPI の双方が定められている。このような民間事業者の組織管理能

力をどのようにモニタリングの仕組みに組み込むかも重要な課題であり、英国では、こ

のような業務について指標が設定されている他、病院ＰＦＩでは、ＫＰＩ13も活用されて

いる。また、英国においては、SPC にこのような運営業務を横断的に見ているファシリ

ティー・ディレクターが置かれている。 
 

４．留意点 

・契約管理を実効的に行う観点からは、発注者においても、契約管理を継続的に行う体制

（スタッフ、組織、マニュアルの作成等）を確保していく必要がある。このような機能

を果たす組織の一例として、各大学における施設部が挙げられる。 
 
 
 
 

                                                  
13 ＫＰＩ：Key Performance Indicator の略。英国では、パフォーマンス指標（各アウトプット仕様に対

応するもの）と同様の意味で用いられる場合と、要求水準の各項目をみるのではなく、業務全体の「傾向」

をみる指標という意味で用いられる場合がある。後者の場合、例えば苦情処理の状況やスタッフの定着率

などが対象となる。英国病院 PFI では後者の意味での KPI が用いられている（ただし、2007 年に公表さ

れた標準要求水準では継続的改善指標（Continuous Improvement Indicators）と名称が変更になってい

る）。 
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６－４ 業務報告（契約ＧＬ：３－４） 

 
１．概要（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

・管理者等が維持・管理、運営業務に係る履行状況を確認するための手法の一つとして、

選定事業者は業務報告書の作成と管理者等に対する定期的な提出の義務等を負う旨規定

される。 
 
２．提出手続き 

・選定事業者は、①施設の維持・管理業務及び運営業務の実施状況を記載した業務日誌を

作成し、一定期間保管し、管理者等の求めがあるときには、閲覧に供すること、②選定事

業者は、ＰＦＩ事業契約の終了に至るまで、定められた一定の頻度で維持・管理、運営業

務の実施状況を業務日誌に基づき記載した業務報告書を管理者等に提出して、履行確認を

受けること、③管理者等は、選定事業者から提出を受けた業務報告書を確認し、定められ

た一定期間以内にその結果を選定事業者に通知すること、④業務報告書を選定事業者が業

務要求水準を達成しなかった場合の「サービス対価」の減額等の措置のための判断材料と

して活用する方法等が規定される。また、業務報告書の記載内容についても定められる。 
 
３．趣旨 

・「公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配

慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため」、「選定事業者から、定期的に協定

等の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」（基本方針三

２（３）（ロ））と定められており、管理者等が選定事業の実施状況について速やかに認知

できるよう、維持・管理、運営段階における選定事業者の業務履行状況のモニタリングの

基本的な手法の１つとして、選定事業者に対し業務の実施状況報告を作成し、提出を求め

られることが規定される。 
・管理者等は、選定事業者から提出を受けた実施報告をもとに、選定事業者による事業の

履行状況を確認し、これを選定事業者に対する「サービス対価」の支払いに反映させる。

（関連：７－３ 「サービス対価」の減額） 
 
４．選定事業者による業務報告書の作成及び管理者等による履行確認の頻度 

・選定事業者に対し、毎月及び四半期又は半期ごとに業務報告書の作成、提出を求め、業

務履行状況の確認を行うことが通例である。併せて、日常の維持・管理、運営状況を記録

する日報、業務日誌等の作成義務を課し、これを管理者等が常時閲覧できるよう管理・保

管させることも考えられる。 
 
５．その他の業務履行状況の確認方法 
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・維持・管理、運営業務の履行状況を確認する方法は、上記の選定事業者による業務報告

書の提出・報告にとどまらず、管理者等による施設の現場での検査、施設利用者からア

ンケート調査の実施及び報告など他の手法も想定されるため、管理者等が対象となる施

設の特性を考慮し、その方法を追加することが望ましい。なお、モニタリングに必要以

上に費用（及び時間）をかけることは、事業全体の効率性の面から問題であることに留

意を要する。 
 
６．モニタリングのフォーム 

モニタリングの手段として例えば発注者による日報の閲覧があるが、必ずしも発注者の

モニタリングにとって有用な形に整理されておらず、しかも膨大な量の情報が含まれるた

め、発注者によるモニタリングの手段として実効性に疑問があるなど、モニタリングのた

めの有効なフォームが作成されていない場合がある。モニタリングの際に作成される書類

について、両者にとって効果的、効率的なモニタリングが行えるような形でレポートを作

成するかについては、モニタリング委員会などで、効率的、効果的にモニタリングを行う

フォームを作成していくことが考えられる。 
 
７．虚偽報告を防止する仕組み 

虚偽報告への対応については、定期的検査及び抜き打ち検査、ヘルプデスク、顧客満足

度調査等の複合的な手法を組み合わせることで防止することが必要である。虚偽が発見さ

れた場合には、それ自体をペナルティの対象とすべきである。 
※ペナルティを考慮する際には、故意によるものと過失によるものにわけ、前者につい

ては特に厳しいペナルティを課すべきである（７－３参照）。 
※発注者が行う各種検査においては、技術的なノウハウのある専門家を活用することも

考えられる。 
 

８．条文例 

 
（運営業務等に係る日報・月報の提出） 
第 69 条 乙は、運営期間中（統括マネジメント業務については当該業務が行われている期

間も含む。）、運営業務等ごとに、本件施設の運営業務の実施状況及び要求水準書に規定

されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の運営業務等に係る

日報を作成及び保管し、甲の閲覧に供しなければならない。 
２ 乙は、運営期間中、要求水準書に基づき、運営業務等ごとに毎月、当該月の翌月の 10
日（当日が閉庁の場合は、その直後の開庁日とする。）までに、前項の日報に基づき、本

件施設の運営業務等の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲

が合理的に満足する様式及び内容の運営業務等に係る月報を作成し、甲に提出しなけれ
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ばならない。 
 
（運営業務等に係る四半期報告書の提出） 
第 70 条 乙は、運営期間中（統括マネジメント業務については当該業務が行われている期

間も含む。）、要求水準書に基づき、毎四半期終了後 10 日以内に、運営業務等の月報をま

とめた甲が合理的に満足する様式及び内容の四半期報告書を作成し、甲に提出しなけれ

ばならない。 
 
（運営業務等に係る年度報告書の提出） 
第 71 条 乙は、運営期間中（統括マネジメント業務については当該業務が行われている期

間も含む。）、要求水準書に基づき、毎事業年度終了後速やかに、第 96 条に規定する年度運

営業務等計画書に対応するものとして、甲が合理的に満足する様式及び内容の運営業務等

に係る年度報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 
 
（運営業務等のモニタリングの実施） 
第 81 条 甲は、自らの責任及び費用において、統括マネジメント業務及び運営業務につい

ては運営期間中、要求水準書に規定する水準の業務が提供されているかどうかを確認す

るために、モニタリングを実施する。 
２ モニタリングの項目、方法及び評価の方法並びに乙の運営業務等の不履行に対するサ

ービス対価の減額等の手続については、別紙 12 として添付するサービス対価の算定及び

支払方法並びに前条に基づき策定するモニタリング実施計画書による。 
３ 甲は、第１項に規定するモニタリングの実施を理由として、本件事業実施の全部又は

一部について、何らの責任を負担するものではない。 
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